




三重県屋外広告物条例の概要 

 禁止地域（条例第３条） 

 屋外広告物の掲出が認められていない地域。 

 ただし、条例の適用除外とされている屋外広告物 

 は掲出可能。 
 

 許可地域（条例第５条） 

 屋外広告物の掲出に許可を必要とする地域。 

 面積や高さ等の基準を満たさなければならない。 

 県内の禁止地域を除いた全ての区域が許可地域。 
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報告事項１ 
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第40回三重県屋外広告物審議会議案の手続き状況 

報告事項１ 

番号 事項 状況 

1 
三重県屋外広告物条例第３条第１項第５号の規定による区間
の指定及び第６号の規定による区域の指定（一般国道260
号：南伊勢町） 

平成28年4月1日 施行 
(平成28年3月8日告示) 

2 
三重県屋外広告物条例第３条第１項第５号の規定による区間
の変更及び第６号の規定による区域の変更（一般国道260
号：南伊勢町） 

3 
三重県屋外広告物条例第３条第１項第５号の規定による区間
の指定及び第６号の規定による区域の指定（一般国道260
号：南伊勢町） 

4 
三重県屋外広告物条例第３条第１項第５号の規定による区間
の変更及び第６号の規定による区域の変更（町道東宮道方線
(旧 一般国道260号)：南伊勢町） 

5 
三重県屋外広告物条例第３条第１項第５号の規定による区間
の変更及び第６号の規定による区域の変更（町道東宮道方線
(旧 一般国道260号) 及び一般国道260号：南伊勢町） 

6 
三重県屋外広告物条例第３条第１項第５号の規定による区間
の指定及び第６号の規定による区域の指定（一般国道42号：
紀宝町） 























ネーミングライツ対象施設の拡大について 
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「県有施設に対するネーミングライツの導入に関する基本方
針」 

【現行】 

・県有施設のうち多くの県民が利用し、イベントの 
 開催などにより広告効果が見込まれる施設。 

⇒集客施設を主な対象としていた。 
 

 【参考：現在の導入状況】 

 ・三重交通Gスポーツの杜 鈴鹿（県営鈴鹿スポーツガーデン） 

 ・三重交通Gスポーツの杜 伊勢（県営総合競技場） 

 

【見直し予定】 

・県有施設のうち広告効果が見込まれる施設。 

⇒・対象施設のさらなる拡大に向けた導入可能性調査を実施 

 ・県管理の歩道橋、都市公園等を対象に加える方向 



ネーミングライツ対象施設の拡大について 
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【屋外広告物条例上の取扱について】 

・公共施設はその敷地も含め、禁止地域となっているが、 
 ネーミングライツ導入により、公共施設の愛称として 
 施設名称が変更された場合、その愛称の表示について 
 は、「公共目的広告物」として扱い、掲示が可能。 

 

・歩道橋は禁止物件であり「公共目的広告物」であって 
 も掲示不可であるが、「○○（愛称）歩道橋」などの 
 表示は、道路情報の一部（道路情報管理施設）であり、 
 「法令の規定により表示する広告物」として扱うこと 
 から、掲示が可能。 

 

・ネーミングライツによって名称表示した場合でも、企業 
 のロゴマーク、キャラクター等は「一般広告物」に該当 
 するため、公共施設等の禁止地域・禁止物件への掲示は 
 不可。 
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【参考】 

●県条例第三条（禁止地域） 

第一項 

次の各号に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはな
らない。 

 七 都市公園法第二条第一項に規定する都市公園（以下略） 

 

十三 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、病院、公衆便所 
   その他の建造物で、国又は地方公共団体が設置したもの及びその敷地（国又は地方公 
   共団体以外の者が設置した建造物及びその敷地で知事が指定するものを含む。） 

 

●県条例第六条（適用除外） 

第一項 
次の各号に掲げる広告物又は掲出物件については、前三条(※)の規定は、適用しない。 
 一 法令の規定により表示する広告物又は掲出物件 

 ※第三条で禁止地域、第四条で禁止物件への掲示を制限し、第五条で許可地域において屋 
  外広告物を掲出する際には知事の許可が必要であることを明記。 
 

第三項 

次の各号に掲げる広告物又は掲出物件については、第三条及び第五条の規定は、適用しない。 

 九 国、地方公共団体その他知事が指定する公共的団体が、公共的目的をもつて表示する 
   広告物又はこれを掲出する物件 







「屋外広告物ガイドライン（案）」改正のポイント 
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（１）屋外広告物の所有者又は占有者についても、表示者、設 
   置者、管理者と同様に、当該屋外広告物の補修、除却、 
   その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保 
   持する責務があることを追記。 

（２）広告物の所有者等※は、屋外広告士その他これと同等以 
   上の知識を有する者に、当該屋外広告物の本体及び接合 
   部、支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検させなけれ 
   ばならない旨の規定を追加。 

（３）広告物の所有者等は、許可の更新等の申請を行う場合に、 
   （２）の点検結果を都道府県知事に提出するものとする 
   旨の規定を追加。 

 

 ※所有者等・・・所有者、占有者、表示者、設置者、管理者 



①所有者又は占有者による管理義務の追加 
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【改正前】 

広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関
し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態を保持しなければならない。 
 

【改正後】 

広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者又は広告物
若しくは掲出物件の所有者若しくは占有者（以下「広告物の所有者等」という。）は、こ
れらに関し補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態を保持しなけれ
ばならない。 

 

【所有者又は占有者の規定が追加された理由】 

民法第717条で、工作物による損害が生じた場合、所有者又は占有者に賠償責任があると明
記されており、これに対応する必要性から追加された。 

 

【参考】 

●民法第717条（土地の工作物等の占有者及び所有者の責任） 

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有
者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必
要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 

(１)屋外広告物の所有者又は占有者についても、表示者、設置者、管理者と同様 

  に、当該屋外広告物の補修、除却、その他必要な管理を怠らないようにし、 

  良好な状態に保持する責務があることを明記。 
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※用語の意味 

・所有者：広告物又は掲出物件自体の持ち主 例：ビル（看板）の持ち主 

・占有者：広告物又は掲出物件に広告を掲出する者  

     例：ビル（看板）に広告物を掲出している者 

・表示者：広告物又は掲出物件に広告を自ら表示する者、又は広告物又は掲出物件を表示する 

     ことを決定し、屋外広告業者などに委託することにより広告物を表示しようとする、 

     いわゆる「広告主」 

・設置者：広告物又は掲出物件を自ら設置する者、又は他人の依頼を受けて又は他人のため 

     に広告物又は掲出物件を設置した「屋外広告業者」 

・管理者：表示した広告物又は掲出物件を自ら管理する者、又は 

     他人の依頼を受けて、又は他人のために広告物又は掲出物件を管理する者 

【県条例上の規定】 

・広告主：屋外広告業を営む者その他の者に広告物の表示若しくは掲出物件の設置又は広告物 

     若しくは掲出物件の管理を委託する者 

【参考】 

●県条例第十五条（管理義務） 

広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又は管理する者は、これらに関し補修その他必要
な管理を行い、良好な状態に保持しなければならない。 
 

●県条例二十七条の五 （広告主の責務） 

広告主は、（中略）良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して危害を及ぼすことのないよ
うに、広告物等の状況を適宜点検させる等当該広告物等の表示若しくは設置又は管理が適正に行わ
れるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

「
所 

有 

者 

等
」 
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②，③「広告物の所有者等」による点検規定の追加 

（２）広告物の所有者等は、屋外広告士その他これと同等以上の知識を有する者 

   に、当該屋外広告物の本体及び接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況 

   を点検させなければならない旨の規定を追加。 

（３）広告物の所有者等は、許可の更新等の申請を行う場合に、（２）の点検結 

   果を都道府県知事に提出しなければならない旨の規定を追加。 

【その他これと同等以上の知識を有する者】 

・改正の趣旨としては、技術的な知識を持った者が点検を行うことが望ましい。 

・平成28年12月から屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する 

 広告物の点検技能講習の修了者は該当。 

・地域の実情（県下の屋外広告士の人数や、自治体独自の講習会の内容等）を 

 勘案し、自治体が実施する講習会修了者等を加えることも可能。 

 



②，③「広告物の所有者等」による点検規定の追加 
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（２）広告物の所有者等は、屋外広告士その他これと同等以上の知識を有する者 

   に、当該屋外広告物の本体及び接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況 

   を点検させなければならない旨の規定を追加。 

（３）広告物の所有者等は、許可の更新等の申請を行う場合に、（２）の点検結 

   果を都道府県知事に提出しなければならない旨の規定を追加。 

【これまでの県の取組について】 

・許可を要する屋外広告物のうち表示面積が１㎡以上のものについて、更新許可 

 時に自己点検報告を義務付けている。(県条例第11条、同条例施行規則第9条) 

・平成28年4月より、「屋外広告物（掲出物件）自己点検結果報告書」の点検 

 項目の記載内容の充実とともに、新たに点検後の広告物の写真の添付を義務 

 付けている。 

・点検者及び管理者の資格要件については、定めていない。 

 

 【参考】 県条例第十一条（点検義務） 

  更新許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする広告物又は掲出物件について、あらか 

  じめ倒壊又は落下の恐れの有無その他安全性等を点検の上、規則で定めるところによりその結果を 

  知事に報告しなければならない。  
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今回の改正を受けて、三重県においても今後、条例及び規則の改正に取り
組んでいくこととする。 

 

 点検の実施時期（許可更新時のみではなく、許可時も含めるか） 

 報告義務対象となる屋外広告物の範囲（表示面積のみでなく、高さも要
件とするか） 

 点検者の資格要件（屋外広告士と点検技能講習者に加え、どの資格取得
者を要件とするか） 

 点検項目および点検方法（屋外広告物技術基準に準じて、どこまで定め
るか） 

 

上記等について、事業者団体、国の動き、他の都道府県の改正状況を参考
に検討していく必要がある。 

「屋外広告物ガイドライン（案）」の改正を受けて 

今後の検討課題 









屋外広告物に関する取り組み 
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 取組① アクセス道の環境整備 

 ・主要交通拠点や各利用拠点を結ぶアクセスルート 

  沿線において、景観を阻害する違反広告物の適正 

  化等を図るとともに、抑止に向けた屋外広告物条 

  例の周知や規制区域の見直しを図る。 

 

 取組③ まちなみ等の景観改善 

 ・展望地（ビューポイント）からの展望や、まちな 

  みの景観を阻害する違反広告物に対して、適正化 

  等を図るとともに、抑止に向けた屋外広告物条例 

  の周知や規制区域の見直しを図る。 






